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2017年 7月 26日 

地方創生に資する早稲田大学の取り組みについて（概要） 

早稲田大学総長 鎌田薫 

Ⅰ．拠点（サテライトキャンパス・研究拠点等）による直接的貢献 

  ※東京都以外の本学関連拠点 

キャンパス等が存在すること自体が、教育・研究活動・産官学連携といった様々な営みや

人的交流により、地域の活性化、地域貢献につながっている。 

１．サテライト・キャンパス 

（１）北九州キャンパス（福岡県北九州市若松区ひびきの） 

（２）本庄キャンパス（埼玉県本庄市西冨田） 

（３）所沢キャンパス（埼玉県所沢市三ケ島） 

２．セミナーハウス 

（１）松代セミナーハウス（新潟県十日町市蒲生字トロノキ） 

（２）鴨川セミナーハウス（千葉県鴨川市太海） 

（３）本庄セミナーハウス（埼玉県本庄市栗崎） 

（４）伊豆川奈セミナーハウス（静岡県伊東市川奈字扇山） 

（５）軽井沢セミナーハウス（長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字浅間山） 

（６）菅平セミナーハウス（長野県上田市菅平高原） 

３．附属・系属校 

（１）早稲田大学本庄高等学院（埼玉県本庄市栗崎） 

（２）早稲田摂陵中学・高等学校（大阪府茨木市宿久庄） 

（３）佐賀中学校・高等学校（佐賀県唐津市東城内） 

４．教育・研究拠点 

（１）白い森の国おぐに域学連携リサーチセンター（山形小国町） 

（２）ふくしま広野未来創造リサーチセンター（福島県広野町） 

（３）北九州首都リサーチセンター（福岡県北九州市） 他 
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Ⅱ．入試制度や教育プログラムによる地方創生に資する人材養成への貢献 

 

【入口】 

多様な 

入試制度 

 

◎指定校推薦入試 

◎ＡＯ入試 

◎新思考入試（地域連携型） 
・グローバルな視野と高い志を持って、地元へ貢献する意識の高い人材を全国から受入。

（出身高校所在地や居住地は問わない） 

 

 

【在学中】 

多様な教育

プログラム 

◎地域連携に関するチュートリアル演習（ゼミ） 

◎リーダーシップ開発 

◎学外で実施する体験型学習 ＋ ◎体験の言語化 
・地方インターンシップ、地方の自治体・企業等と連携したプロフェッショナル・ 

ワークショップ，フィールドワーク、留学生の地方生活体験など 

◎起業支援プログラム 

＜事例＞ 

WASEDA-EDGE人材育成プログラム（文部科学省グローバルアントレプレナー

育成促進事業）による成功事例（3年間で起業８件、うち２件は地方での起業） 

◎地域貢献型ボランティア プログラム 

◎IPS・北九州コンソーシアム（連携企業 22社）・新思考入試（地域連携型）

による“実践型教育と地元就職支援” 

・北部九州地区の高校生を指定校推薦で基幹理工学部に受入れ、３年間は東

京で教育した上で、４年生からは北九州に戻し、地元企業とのコンソーシア

ムを通した地域連携型教育を行うことにより、地域の発展に寄与する人材を
養成する。 
・卒業後に地域に貢献する人材を輩出すべく、地域と連携した教育で育成。 

・様々な地域連携プログラムへの参加、都道府県別学生稲門会での活動、各都道府県に

おける地域交流フォーラムへの参画 

 

キャンパス内では知識よりも「知恵」の修得に注力するとともに、 

キャンパスの外に積極的に出て、多様な人にぶつかりながら、 

「人間力」を涵養することが必要 
 

 

 

 

 

地域社会･産業界等と連携した体験型の創造的な学習の機会を提供 
 

 

 

【出口】 

多様な 

就職支援 

◎UIJターンを促進するインターンシッププログラムの展開 
・各地域や地方自治体と連携して実施。各地の校友の協力を得た形での出身地域での 

インターンシップ等への参加も推奨。 

◎「地方で働く」講演会開催 

◎地方出身の在学生による各県学生稲門会の幹事を通じた出身学生への情報提供 

◎地方父母会（地域父母会４３県、首都圏として１回）でのキャリア説明会の開催 

◎地元へ帰るか東京で就職するか悩んでいる地方出身学生達のニーズに応え、 

同郷の校友の交流の機会を職員の仲介により地元（北海道）で企画・実施   等 
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【図１】人材循環イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】育成概念図 
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【図３】EDGE-NEXT「人材育成のための共創エコシステムの形成」コンソーシアム

 
 

【図４】北九州市における産学官連携
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Ⅲ．地方創生に資する大学から地域への働きかけ 

 

１．地方の大学との教育連携 

（１）単位互換制度 

（２）共同大学院 

（３）交換留学 

（４）共同研究指導 

 

２．地域振興に資する研究連携（以下、一例） 

  （１）環境総合研究センター（2002年設立） 

   ・学内外の諸機関と連携を図りつつ、本庄地方拠点都市地域をはじめとして、民（生

活市民）、産（企業市民）、官（行政市民）、学（学界市民）の４つの市民が一体とな

り、実践的な教育・研究を展開する場を構築し、持続的な発展が可能な循環型社会

の実現に向けて事業展開。 

 

   ⇒ 本庄地域拠点からさらに他地域へ拠点を展開。 

１）白い森の国おぐに域学連携リサーチセンター（山形小国町） 

 ・平成 25年度から連携して「地域資源域学連携事業」に取り組み、学生による地

域の課題発見と解決策の提案を継続実施。平成 27年度からは、再生可能エネル

ギー調査や各施設の省エネ調査を共同で実施し、具体的な地域の課題解決方法

を探究。こうした背景を踏まえ、町と当センターが、両者の資源やノウハウを

活用して共同でまちづくりに関する研究を進めるため「白い森の国おぐに域学 

連携リサーチセンター」を開設。 

   ⇒ 学生の活動の中心は、本学の学生ボランティア団体「いぐべ おぐに」（大学

公認）が東京と小国町が継続的に関わるために両地域をつなぐ役割を担って

おり、今では、他大学の学生も参画し、地元物産の販売促進や地域行事の企

画・運営などにより、小国町の振興に寄与。 

２）ふくしま広野未来創造リサーチセンター（福島県広野町） 

・災害復興に関する学術研究拠点 

震災以降、地域再生への貢献を目的に地域と共同プロジェクトを継続実施。 

３）北九州首都リサーチセンター（福岡県北九州市 ） 

 

  （２）中部地域産業振興研究所 

2001年に本学が岐阜県に設置した WABOT-HOUSE研究所の成果と知名度を生かして、

岐阜県を中心とする中部地域の企業等を対象に、新技術の啓蒙と普及、研究開発

協力、人材育成などを通して、ものづくり産業の振興の推進をミッションとした 

当研究所を設置。 

自治体および現地企業と連携しつつ、様々な企画・イベントを遂行する窓口を岐

阜県内に設置し地域密着型の活動を行っており、小学生向けの企画から技術移転

等の事業まで、中部圏全般の産業振興に寄与すべく活動を続けている。 

【事例】2017年 7月 16日「岐阜市未来エンジニアワークショップ」（岐阜市と共

催）開催。市内の小学生高学年約 40名が参加。本学大学院生など 10人の指導員。 
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３．地方自治体との連携 

  （１）佐賀県 

・早稲田大学創設者・大隈重信の出身地 

・2006 年  包括協定締結。教員による出張講義、人材交流や、佐賀をフィールドと

した様々な分野での連携を展開。 

【連携事例】 

・佐賀県庁から早稲田大学への職員出向 

・佐賀県スポーツツーリズム拠点づくり調査・研究 

・成田―佐賀便の利用促進に関する調査・研究 

・職員のメンタルヘルス研究プロジェクト 

・佐賀学生稲門会プロジェクト 

・インターンシップ公認プログラム「WIN行政コース」 

・調査研究事業 ～佐賀県多久市～ 

「孔子の里」多久市ならではの論語をコミュニケー ションツールとしたまちづく

りへの取り組み。 

2015年 地域資源調査とワークショップによりまちづくりの方向性を整理 

2016年 「多久市まちのアイディア集」を策定 

2017 年 アイディアの実現に向けた地域の動き支援し、実現までのプロセスを

体系的に整理 

 

  （２）高知県宿毛市 

・早稲田大学建学の母・小野梓の生誕地 

・㈱小松製作所創立者、理工学部新設の功労者・竹内明太郎（吉田茂 実兄）生誕地 

 

2001年 宿毛市･宿毛市民･早稲田大学との連携の下、「梓会」設立｡｢梓立祭」開催。 

2002年 早稲田大学が寄贈した土地を宿毛市が「小野梓記念公園」に。 

2009年 学生団体「すくすく宿毛プロジェクト」創設。（人材育成・世代間交流・外

部への職の発信を３本柱に宿毛の活性化を目指す活動を展開） 

2016年 中国主要 5大学からの交換留学生 250人（年間 50人×5年間）の宿毛への

フィールドトリップ開始。 

【Iターン事例】 

・石原 光訓（いしはら みつのり）さん 埼玉県出身、2011年 政治経済学部卒。 

2009 年 学生ボランティア活動での宿毛市訪問を機に､学生団体すくすく宿毛プ

ロジェクト」を創設。地元住民と協働して活性化に取り組む。 

2016年 Iターン就職により宿毛市に移住。現在、宿毛市観光協会専務理事。 

 

（３）岩手県田野畑村 

1960年 教員・学生が農村体験のために初訪問。 

1961年 大規模な山火事（三陸フェーン火災）発生。 

1967 年 ボランティアサークル｢思惟の森の会｣による植林･育林事業､地域交流開始。 

1971年 セミナーハウス「青鹿寮」竣工。 

【連携事例】 

山地酪農協会と連携した酪農体験。 

米国アーラム大学と地元小学生との国際交流キャンプ。 

校友の仲介により栃木県益子町と交流開始。新ビジネスモデルも開発。 

 （村有林のアカマツを益子焼の薪材として活用するビジネス展開）。 
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（４）奈良県 

2008年に包括協定を締結。以降、39に及ぶ自治体・地域住民・早稲田大学の協働型

連携プロジェクトを実施。 

【連携事例】 

・奈良県庁玄関ホール（奈良の木ブランド課と本学古谷研究室の連携事業） 

・医学を基礎とするまちづくり研究所（MBT：Medicine-Based Town） 

奈良県立医科大学、橿原市、奈良県、NPO との連携による､まちづくりと医学・医

療を融合させる革新的取組。 

奈良県立医科大学内、橿原市に研究拠点を持ち、地域と密着した研究活動を展開。 

 

以 上 
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2017.7.26 

一般社団法人日本私立大学連盟 

 

 

「地方創生に向けた取り組みに関するアンケート」結果（速報版） 

 

○ 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」が 6 月 9 日に閣議決定され、地方創生に資する大学

改革においては、「地域に真に必要な特色ある大学の取組が推進されるよう、産官学連携の下、地

域の中核的な産業の振興とその専門人材育成等に向けた優れた地方大学の取組に対して重点的に

支援する。」と示された。 

○ これを受け、日本私立大学連盟では、私立大学への地方創生推進関係予算の拡充及び私立大学

の地方貢献の取組みを広く社会に周知することを目的に、「地方創生に向けた取り組みに関するア

ンケート」を実施した。 

 

 

１．実施概要 

 

１．調査対象：加盟法人（109法人） 

２．実施期間：平成 29 年 6 月 29 日（月）～7月 3日（月） 

３．回 答 数：99法人（101大学）／109法人（回答率：90.8％） 

  ※ 加盟法人 109法人のうち 3法人については、設置大学単位で回答 

  ※ 本アンケートにおける「地方創生」の「地方」とは、原則、三大都市圏（東京都、埼玉県、千

葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県）を除く地域として回答 

 

 

２．アンケート結果 

 
  Ｑ１ 地方創生にかかる取り組みの実施の有無  

 

○ 加盟法人（大学）における地方創生にかかる

取り組みを実施していると回答した大学は、

101 大学中 73 大学で、三大都市圏を取組み地

域の対象外としたにも関わらず、72％と多くの

大学が地方創生に向けた取組を実施しているこ

とが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

している
73大学

72.3％

していない
28大学

27.7％

※回答数（10１大学）
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Ｑ２ 実施している取組内容について 

○ 加盟法人（大学）で実施している地域創生の取組は、「地域活性化のためのボランティア活動」(52

大学)及び「地域産業の復興、地域課題解決」(50大学)が多く、回答した大学(101大学)の約半数の

大学で実施していることがわかった。

Ｑ３ 現在の公的支援（補助金等）の仕組みでは支援を受けられない取組や費目等について 

○ 私立大学は、地方と連携して地方活性化に向けた多様な取組を実施しているが、学生の過疎地域（公

共交通機関が不便な地域）でのプログラム、U・Iターン等就職活動の際の交通費や宿泊費に対する国

の支援を求める意見が多く出された。

○ 地方連携の取組において公的支援を一切受けておらず大学の独自予算で実施している事例もある。

＜主な回答内容＞

・ 取組にかかる学生の旅費交通費（交通費・宿泊費・食費等）(11件)

・ 教職員の旅費交通費（引率時、下見時）(4件)

・ ゲストスピーカー（講師）への謝礼やコーディネータ業務を行う人材への人件費補助

・ 企業との製品開発時の初期段階（試作等）の費用

・ 地域住民参画型取組における住民・市民に対する損害保険等

・ 利用施設の改修・修繕費

・ 大学独自の地方創生の取組に対する支援（学年歴・カリキュラム・学内設備等の違いにより他大学と協

働で取り組むことが難しい場合が多い）

Ｑ４ 新たな公的支援（補助金等）の措置によって、実施できる（実施したい）取組について

○ 連携による事業は諸条件で参加しづらい面があるため、より多くの私立大学が地方創生に貢献でき

る大学独自の取組に新たな支援を求める意見があった。

＜主な回答内容＞

・ 新たな地方創生の取組の実施(7件)

（地域の学習交流スペースの開設／地域の観光活性化に役立つ広報活動／地域人材の育成講座・特産品

の開発手法の講座等／地方の教育機関（大学等）との連携協定のもと医療機器の開発／ICTを活用した

地方サテライトキャンパスの設置／大学と自治体のニーズをつなぐ大学におけるプラットフォームの

開発／大規模災害被災地復興支援人材育成プログラム 等）

・ 現在実施している地方創生にかかる取組の充実(6件)

・ 地方企業への就職支援(6件)

（地方企業へのインターンシップ／学生の保証人に対する地元企業説明会／Ｕ・Ｉターン就職を促す就職

支援活動／地方企業への就職あっせんの取組 等）

・ 地方創生に寄与したいという高校生への奨学金制度の創設(2件)

・ 地元企業と連携した商品開発(2件) 等

52

50

44

44

33

32

28

27

22

12

10

12

地域活性化のためのボランティア活動

地域産業の復興、地域課題解決

U・J・I等の就職支援

地域の社会人向け公開講座

地域創生のためのインターンシップ

地方大学と単位互換制度

地域の防災事業促進

地域企業等との協働研究

地域の交流拠点の設置

地域企業等へのコンサルティング事業

サテライトキャンパスの設置

その他

※回答数（10１大学） 

（大学） 
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平成 29年 7月 26日 

金沢工業大学 学園長・総長 

黒 田 壽 二 

 

「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」への意見 

１．地方創生に資する大学改革の取組について 

２．地方大学と東京圏の大学の学生の対流・還流について 

３．専門職大学の報告について 

 

 

１．地方創生に資する大学改革の取組について 

 ① 首都圏にある大学、地方にある大学の区別なく、地方創生に資する大学改革を論じ

なければならないが、先ずは全国に展開している国立大学の在り方をまず改革しなけ

れば社会へのインパクトは生まれないだろう。 

 ② その方策に一つとしてまずは、これまで膨大な費用をかけ整備、育成されてきた、

旧国立 7 帝大や旧 6 大学の学部学生定員を 18 歳人口の減少（1992 年 205 万人から

2024 年 106 万人その後減少を続け 2031 年 99 万人）に合わせ入学定員を削減し、特

に優れた学生を集めて教育研究の質の向上を図るべきである。（現在でも入学者の資

質は低下している）その上で、大学院の充実を図り、入学者の数を増やし国際競争力

のある教育研究レベルの向上を図るべきである。学部入学定員の在り方について、18

歳現役世代と留学生や社会人入学定員を分離して処置する方法も考えられる。 

 ③ 二つ目は国立大学のそれぞれの目的・目標を社会に公表し、全国に展開する国立大

学の差別化を図り、地域の発展に貢献できる大学に再編成（連携や統合）すべきであ

る。 

 ④ 地方にあっても、国際的に特に優れた研究体制が維持されているところには特段の

支援をする体制を整える必要がある。 

 ⑤ 私立大学に対しては、それぞれに建学の理念・精神によって経営・運営されている

ことから、過度な規制を掛けず公正な運営ができるよう支援すべきである。 

 ⑥ 最近私立大学の公立大学化が問題になっているが、私立大学が公立化を標榜した段

階で、その大学に建学に理念・精神は社会に受け入れられなくなったと見るべきであ

り、廃学（校）にすべきである。その施設を利用して公立大学を創設することは個々

の自治体の自由であり、私立大学は法的には廃学（校）したことになる。 

 

２．地方大学と東京圏の大学の学生の対流・還流について 

① 大学間の学生に対流・還流については、国立大学が現状の低廉な学費で全校一律で 

  あるならば、学費の多重負担がなく移動可能であるが、目的を明確に示す必要がある。 

 ② 私立大学の場合は、個々の大学における人材養成目的が異なり、かつ学費が異なる

ため個々に慎重な取り決めをしないと達成できないであろう。国外の大学とは既に

個々の大学と学費や交流学生数を取り決め学費負担の在り方を協定している。 

 ③ 私立大学団体としては既に学生が自由に移動できる渡り鳥政策を提言している。 
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３．専門職大学の報告について 

 ① 専門職大学、専門職短期大学が法制化され、制度設計の段階であるが、既存の大学

と同様の専門職としての資格を与えることを想定し苦心している。第 1 は国際通用

性が保たれるか、第 2 は教育の質が保証され社会からに信頼を得ることができるか

である。 

 ② 最初の認可が重要であり、厳しいと言われるかもしれないが厳選して一条校大学に

相応しい理念と体制が整備されているところのみを認可すべきである。 

 ③ 既存の大学において、高度専門職業人のみを養成している大学にあっては、率先し

て専門職大学（短期大学）に転換移行できるシステムを構築すべきである。 

 ④ 専門職大学は企業、産業界との連携なくしては成立しないと考えられるので、それ

ぞれの分野のニーズを把握できるシステム構築が必要と考える。 

⑤ また、上記のとおり、専門職大学は、産業界と連携しつつ、教育の質を高めること

が必要であることから、設立できる地域を制約するべきではないと考えているため、

東京２３区の定員抑制の例外とすべきである。 

以上 
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第７回地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議議題に対する意見（原田博史） 

 

１． 地方創生に資する大学改革の取組について 

① 自県内入学率が 67.8％、自県内就職率が 72.2％と地域の高等教育と人材養成に貢献し

ている私立短期大学には、小規模校が多いことから、「地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業（COC+）」の大学改革の取組は、ハードルが高く参画しにくいので、地方

自治体（各県）が、地方交付税を活用して県内の大学・短期大学と提携して地方創生

に資する大学改革の有効な対策を講ずることができるようにする必要がある。 

 

② 大学改革は、「１．大学において、新しい学術、教育研究の形成がある」「２．学修を

必要とする者において、多様な進学需要がある」のマッチングである。 

大学への進学者は、大学の卒業時の学習成果の獲得と進路を進学需要にしているので、

大学は学習成果の獲得と卒業後の進路を魅力のあるものにして学生の確保に努めてい

る。 

医療・福祉関係の教育課程の大学が増加していることは社会のニーズそのものである。 

地方創生のための大学改革は、持続可能な地方社会の人材ニーズの将来像を計画する

必要がある。 

計画は、大学、進学者、市民、自治体、地域関係者等それぞれの地域社会の意見を集

約したものにする必要がある。 

 

２． 地方大学と東京圏の大学の学生の対流・還流について 

① 日本人国内留学制度を創設して外国人留学生と同様の奨学金を支給するようにすれば

学生の対流に繋がる。 

 

３． 専門職大学の報告 

① ７月２０日から８月１８日まで専門職大学設置基準のパブリックコメントが求められ

ているが、当該大学を卒業した者に対して学士相当の学位が授与されるのであるから、

当然、「Post-secondary education」や「Third level education」の姿ではなく、国

際レベルの『Higher education』としての教育の質保証と国際通用性が確保されるも

のでなければならないと考える。国際通用性とは大学の卒業者の「学習成果や学位の

水準」を国際的に比較可能であるということである。従って「①専門職大学が諸外国

のどの高等教育機関に類するものであるか」を説明し、「②教育の質保証と国際通用性

の具体的水準」を示す必要がある。 

以上 
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